
が， そのほかのところはコ γ クリ ー ト舗装とする。{宇野浩彰)

きどうし々とくせいきょくせん 気動車特性曲線 気動

111 としての性能をグラ フに表わしたものである。いろいろの数

値を表わすので， その表わし方も雑多であるが，一般的なもの

は図むように償制lに速度を取り ， 縦刺lに型転5 1 (けんいん)力を表

わしたものである。 キハ 45000 形式ディーゼル動車特性l曲線

また各勾配(こうば 1 60伊八500叩m
「一r-r-r--l本n低抗式

い)による走行抵抗 ，6曲卜十-+-H ïi';'\2.5+ò.0 1 86V )w+【0 . 02帥
.._l一上__l______L_] + 0.0079(n-1))V 

および差引の加速力 d叩『下下Tl ，， ~走行制(同 )
''''''fキ十一+ー十--l W ~車両電量

を表わしたものもあ 霊山出」斗4 v =2民指2酬の場合 )
る。 ~ I BOO ~斗与ト+-1 : ::脳血両散

一1 I ~I 逆転楠埠巡比~ 2.976 

図は変速で発事の Z t伊門守門 川直径雪143:r
引 t山田 ‘ l 

ときの牽引力は 2，560 カ 12皿
kg くらいであるが， fkpl聞

これは 5 ノッチのと S聞

きであるから突際は 加
4∞ 

徐々にノッチを引き 却

上げるので， より低 。 も判明白 70 80 相岬明J

い輩引力で発車する 。却制脚抑 岬四岬t細川(r.~ "， )
プロ4ラ晶回転.笠

から~転の心配もな

い。 トノレクコ γパ - jl ー の特性から速度が上がると急速に牽引

力が少なくなるので， ある点以下は直結にして牽引の低下を防

いでいる。この切り換え点は48km/h付近てJあることを示してい

る。 また走行抵抗の曲線は発事時の起íl!JJ鉱抗が徐々に滅少し，

5 km/h 付近からふたたひ.走行抵抗が徐々にl1'1í加して く ること

を示す。(111田秀三)

きどうじようぎ 軌道定規 道路に軌道(法制上の)を敷設す

る場合， 道路上における軌道(椛造上の)敷設位置，軌道中心|間

隔および車両 と 中央柱やその他の工作物との間隔， 軌道敷地の

舗装について定めたものを軌道定規といい，軌道建設規程(大

正 12年内務 ・ 鉄道省令)第 8- 11 条に規定されている。

軌道定規は国鉄の建築限界，車両限界または地方鉄道の建築

定規，車両定規に相当するもので， この定規によって車両の述

転および道路交通の安全が保持されている。

すなわち軌道敷設位位については， 軌道は道路の中央に敷設

するのを原則とし， 街路 ・ 主要なる国道およびと くに主要な都

道府県道を除く他の道路では， 軌道を一方に偶僑(へんし 、)して

敷設してもよいことになっているが，いずれの場合においても ，

一般の道路交通に支障のないよう ， 車休タトの有効闘員事f規定ど

おり保持することになっている。

軌道中心間隔については， W線区間または車両行進設備箇所

の!!I線開iの軌道では，その線区を運転する車両の最大幅員に

400mm を加えた寸司法以上の間隔とし，車両と中央柱やその他

の工作物との間隔は 230mm 以上を必要としている。なお曲線

古~Iでは111両が偏傍するために，その偏僑企を加えたものでなく

てはならない。

軌道敷地の舗装については， 軌条聞の全部および左右各

610mm はその道路と同一舗装とし，iIiIt条面と道路面とは， 高低

のないような階造とするよう規定されているが，この区威は軌

道'ffi:地として軌道法(大正 10 年法律第 76 号)第 12 条により軌

道経蛍者が維持修繕の義務を有している。ー」車体外有効傾員。

道路償断定規図。軌道敷地。(安藤栄)

きとうじようれい 軌道条例 わが国で軌道を敷設して運送

事業を行った最初のものは， 明治 1 5 年にできた東京馬車鉄道で

ある。明治 20 年ころには各地に馬車鉄道の建設特許申出が相

ついで行われる有機と なった。当時は軌道に関する法令がない

きどうすいじ

ので，起業者も政府当局も取扱上に不便であった。それで明治

23 ・ 8 法律第 71 号で軌道条例が制定された。

この法律は一般巡輸の用に供する馬力 ・ 人力 ・ 電気等を動力

とする軌道に適用され， 全条項 5 箇条からなるきわめて簡単な

ものであった。内容は軌道による運送事業を営もうとする者は

内務大臣の特許を受けること ， 公共道路上に敷設すること，軌

道敷設のため内品目の認定を経て土地収用ができること ， 軌道敷

設のため在来の道路を取ひろめた部分， および新設した軌道敷

等は道路敷に鏑入すること等を定めた。

制定当時の軌道条例の内容は上記のとおりであっ たが， その

後明治 41 年に軌道条例により特許を受け，一般迎輸の業を営も

うとする者は逓信大臣の許可をも受けるこ と になり，また大正

7 年と 8 年に条例の一部改正があ って，私設鉄道法第 23 条(認

可による資本的加)を軌道に準用すること，政府は軌道に接近

または並行して鉄道を敷設した場合には損失補償をすることが

加えられた。

この軌道条例の制定により，当時における軌道に対する政府

の方針は樹立され，各地に軌道特許出願者が助加し，明治 27 年

には合計 23 社とな っ た。

軌道条例は，大正 10 ・ 4 に軌道法が制定されたので廃止され

た。ー」軌道(法制上の)。馬車鉄道。軌道法。(渡口重造)

きどうしんごうとうへんあっき 軌道信号灯変圧器 この

変圧告書は，軌道変圧昔*と信号灯変圧骨if とをい っ しょにしたもの

で，軌道凶路の送電と信号電球の点灯に使用するもの。

在E類は S 区間 軌道信号灯変圧総帥造図

(電化していな 且且且血血 t

い区間)に使用 lr 附桝州桝榊帽

する 230 VA の 民全

ものと， E 区間

(電化されてい

る区間)に使用

する 500VA の

2 磁類がある。

この変圧総の軌

道変庄昔抑制は 2

V から 18V ま

で 2V 間隔で，

接続方法により

適当な送電電EE ~ 

が得られ，信号 亡一一一- 1白山
灯変圧線側は 26 V から 30 V まで 1 V 間隔で適当な電圧が得ら

れるようにな っ ている。端子の自己

列状態および接続方法による電圧

の状態は図のとおりである。

主信号世話の信号電球点灯と軌道

回路の送電に，軌道変圧擦と信号

灯変圧線とを使用する場合は，軌

道信号灯変圧総を使用すれば 1 飼

で間に合うので経済的である。軌

道回路だけを設けてあるところで

は， 軌道変圧総のみを使用 してい 軌道館号灯変圧総

る。ー」軌道変圧器。信号灯変圧球。(渡辺正敏)

きどうすいじゅん 軌道水準 線路は直線ではつとめて左右

レ ールを同高であるように， 曲線では外軌が内軌を基準として，

ある高さ(カン ト)を有するようにつねに保持されている。こ

の左右 ν ーノレの商さの関係をいう 。




